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。
す
ま
い
思
と
い
た
き
い
て
し
説

。
た
し
ま
り
切
を
年
１
で
ま
始
開

月
３
年
５
和
令
は
限
期
請
申

　

控
額
税
入
仕
の
税
費
消
が
主
借
、
在
現

方
の
除
控
額
税
入
仕
、
は
に
る
け
受
を
除

れ
さ
載
記
が
項
事
載
記
た
れ
ら
め
定
で
式

が
存
保
の
類
書
・
簿
帳
係
関
税
国
る
い
て

年
５
和
令
、
が
す
で
要
必

10

そ
、
日
１
月

保
書
求
請
載
記
分
区
「
の
在
現
が
式
方
の

方
存
保
等
書
求
請
格
適
「
ら
か
」
式
方
存

。
す
ま
れ
わ
行
が
正
改
る
わ
変
に
」
式

　

こ
」
式
方
存
保
等
書
求
請
格
適
「
の
こ

」
度
制
ス
イ
ボ
ン
イ
「
る
ゆ
わ
い
、
が
そ

求
請
格
適
の
こ
。
す
で
の
も
る
れ
ば
呼
と

の
め
た
る
す
行
発
を
）
ス
イ
ボ
ン
イ
（
書

年
５
和
令
が
限
期
請
申
の
得
取
号
番
録
登

月
３

31

は
れ
こ
、
が
す
で
と
こ
う
い
と
日

10

る
せ
わ
合
に
間
に
始
開
度
制
の
日
１
月

は
体
自
請
申
、
り
お
て
し
と
提
前
を
と
こ

。
す
で
能
可
き
続
き
引

　

に
れ
流
の
ス
イ
ボ
ン
イ
が
主
貸
、
は
で

場
る
い
で
ま
ま
の
者
業
事
税
免
、
ず
ら
乗

１
図

を支
を
料
賃
は
で
側
主
借
。
い
さ
だ
く
覧
ご

そ
。
す
ま
り
な
く
な
き
で
上
計
て
し
と
費

は
主
貸
、
し
越
見
を
き
動
の
主
借
の
後
の

。
す
ま
い
て
れ
わ
言
と
だ
い
ら
ね
が
の
る

　

る
あ
で
者
業
事
税
免
、
降
以
入
導
度
制

料
賃
、
は
主
借
る
け
受
を
貸
賃
ら
か
主
貸

経
、
上
定
算
税
費
消
が
税
費
消
る
す
対
に

そ
。
す
ま
り
な
く
な
き
で
上
計
て
し
と
費

導
の
度
制
ス
イ
ボ
ン
イ
、
み
鑑
を
担
負
の

契
借
貸
賃
の
と
者
業
事
税
免
、
に
前
を
入

て
え
増
も
主
借
る
え
考
と
う
そ
直
見
を
約

以
は
主
貸
で
こ
そ
。
す
ま
い
思
と
か
る
く

検
を
針
方
、
に
野
視
を
応
対
の
つ
３
の
下

。
る
な
に
）
者
業
事
税
課
（
者
業
事
行
発
書

分
税
費
消
、
ず
ら
な
は
に
者
業
事
行
発
書

（置
措
過
経
は
に
主
借。
応
対
き
引
値
を

図

３

。
頼
依
を
用
適
の
）
照
参

　

り
売
、
く
な
係
関
に
税
費
消
る
か
か
に
れ

す
税
納
、
で
け
だ
税
費
消
る
か
か
に
げ
上

で
の
も
う
い
と
る
す
算
計
を
税
費
消
る

る
す
を
算
計
の
税
費
消
の
身
自
主
貸
。
す

こ
、
で
）
１
※
（
下
件
条
の
定
特
は
で
上

。
す
ま
い
て
れ
ら
め
認
が
択
選
の
度
制
の

額
金
た
し
算
計
で
）
２
※
（
合
割
定
一
×

当
し
だ
た
。
す
ま
り
な
に
と
こ
く
働
に
利

、
は
て
い
つ
に
間
期
の
で
ま
日
い
早
か
れ

者
業
事
行
発
書
求
請
格
適
を
人
続
相
の
そ

の
こ
。
す
ま
れ
さ
用
適
が
置
措
す
な
み
と

録
登
の
人
続
相
被
は
中
間
期
録
登
し
な
み

使
し
な
み
と
号
番
録
登
の
人
続
相
を
号
番

者
業
事
行
発
書
求
請
格
適
で
と
こ
る
す
用

で
が
と
こ
る
す
続
継
く
な
間
期
の
白
空
の

書
求
請
格
適
が
人
続
相
、
た
ま
。
す
ま
き

の
る
す
を
断
判
い
な
ら
な
に
者
業
事
行
発

り
あ
は
要
必
る
す
を
請
申
録
登
ば
れ
あ
で

ら
か
日
翌
の
日
始
開
続
相
「、
が
ん
せ
ま

申
の
税
費
消
、
し
な
み
と
者
業
事
録
登
を

て
れ
さ
と
と
こ
う
負
を
務
義
）
税
納
（
告

。
す
で
要
必
が
意
注
め
た
る
い

　

わ
関
が
度
制
ス
イ
ボ
ン
イ
に
う
よ
の
こ

に
の
も
な
雑
煩
は
き
続
手
の
後
続
相
る

い
な
い
て
れ
慣
に
き
続
手
も
で
士
理
税
は

見
意
の
名
数
複
、
で
の
す
ま
り
あ
が
合
場

要
必
が
応
対
な
重
慎
、
ど
な
る
す
認
確
を

。
ん
せ
ま
れ
し
も
か

　

月
３
の
限
期
請
申

31

確
の
税
得
所
は
日

費
消
の
人
個
、
り
あ
で
後
直
限
期
告
申
定

申
定
確
。
す
ま
り
あ
も
で
限
期
告
申
の
税

と
心
中
を
士
理
税
に
前
る
す
化
格
本
が
告

　

。
は
ち
に
ん
こ、
様
皆
の
み
読
お
を
風
爽

の
人
法
士
理
税
続
相
ジ
フ

髙

誠
原

。
す
で

・
様
主
家
る
あ
の
上
売
税
課
に
特、
は
回
今

上
り
取
を
」
度
制
ス
イ
ボ
ン
イ
「
い
な
き

は
で
庁
税
国
。
す
ま
い
思
と
い
た
み
て
げ

も
そ
「
は
で
こ
こ
、
が
す
ま
い
て
け
付
け

な
」
？
の
い
な
け
い
と
い
な
し
応
対
か
何

ら
せ
寄
く
多
も
に
所
務
事
の
も
ど
私
、
ど

貸
賃
産
動
不
「、
に
心
中
を
問
質
ご
る
れ

続
相
「、
は
に
ら
さ
」
ス
イ
ボ
ン
イ
と
業

解
く
し
詳
も
て
い
つ
に
」
ス
イ
ボ
ン
イ
と

く
認
確
ご
で
の
た
し
ま
め
と
ま
を
方
え
考

日
月
年
引
取
、
は
て
い
つ
に
②
。
い
さ
だ

結
締
を
書
約
契
た
し
載
記
を
容
内
の
外
以

を
実
事
の
日
月
年
引
取
（
帳
通
、
し
存
保

と
と
こ
る
す
存
保
て
せ
併
を
）
の
も
す
示

月
９
年
５
和
令
。
す
ま
い
て
れ
さ

30

以
日

が
側
主
貸
は
て
い
つ
に
約
契
借
貸
賃
の
前

に
的
果
結
で
と
こ
る
す
知
通
を
号
番
録
登

で
が
と
こ
す
た
満
を
件
要
の
ス
イ
ボ
ン
イ

賃
の
後
始
開
度
制
ス
イ
ボ
ン
イ
。
す
ま
き

番
録
登
は
で
）
分
新
更
（
結
締
約
契
借
貸

。
者
業
事
税
免
の
り
あ
貸
賃
系
業
事

つ
３
は
道
き
べ
む
進

　

、
り
た
あ
に
始
開
の
度
制
ス
イ
ボ
ン
イ

入
収
貸
賃
系
業
事
が
の
う
迷
に
応
対
に
特

者
業
事
税
免
。
す
で
者
業
事
税
免
の
り
あ

た
る
い
て
れ
さ
除
免
を
税
納
の
税
費
消
は

せ
ま
り
あ
は
要
必
る
め
納
を
税
費
消
は

求
請
を
賃
家
た
し
せ
乗
上
を
税
費
消
も
て

的
法
に
体
自
れ
そ
、
で
的
般
一
が
の
る
す

、
果
結
の
そ
、
が
す
で
の
い
な
は
題
問
な

こ
、
は
入
導
の
度
制
ス
イ
ボ
ン
イ
。
す
ま

の
税
費
消
な
う
よ
の

益
税

す
正
是
を
題
問

な
重
慎
た
し
慮
配
に
ク
ス
リ
に
ち
う
の
今

。
す
ま
り
あ
が
要
必
る
す
討
検
を
応
対

す
で
方
る
あ
の
入
収
貸
賃
系
業
事

　

の
る
け
受
を
響
影
に
度
制
ス
イ
ボ
ン
イ

太
・
入
収
場
車
駐
・
入
収
ト
ン
ナ
テ
、
は

あ
の
入
収
系
業
事
の
ど
な
入
収
電
発
光
陽

の
め
た
の
行
発
ス
イ
ボ
ン
イ
。
す
で
方
る

、
は
主
貸
た
し
得
取
を
号
番
録
登

10

１
月

、
し
行
発
を
）
ス
イ
ボ
ン
イ
（
書
求
請
格

ま
。
す
ま
じ
生
が
務
義
る
す
存
保
を
し
写

費
消
て
じ
通
を
ど
な
繕
修
は
方
の
く
多
た

こ
、
で
の
す
ま
り
な
に
と
こ
う
払
支
を
税

身
自
も
に
め
た
る
す
に
費
経
を
税
費
消
の

保
を
ス
イ
ボ
ン
イ
た
れ
さ
付
交
と
簿
帳
の

。
す
ま
れ
ら
め
求
が
と
こ
る
す
管

　

せ
寄
く
よ
に
も
ど
私
て
し
連
関
に
れ
こ

。
す
ま
め
と
ま
を
問
質
ご
る
れ
ら

響
影
は
合
場
い
な
い
で
ん
営
か
し
貸
賃
系

？
か
の
い
な
が

行
発
を
書
求
請
一
逐
、
に
う
よ
の
賃
家
②

わ
行
が
い
払
支
り
よ
に
等
込
振
座
口
ず
せ

を
書
求
請
格
適
に
う
よ
の
ど
は
引
取
る
れ

？
か
の
い
い
ば
れ
す
存
保
・
行
発

　

は
て
い
つ
に
①

２
図

た
じ
応
に
況
状
で

強
は
間
年
２
後
以
出
提
の
書
出
届
択
選
該

ぬ
わ
思
で
等
繕
修
、
め
た
る
な
と
用
適
制

に
利
不
と
る
す
生
発
が
い
払
支
の
税
費
消

。
す
ま
り
あ
が
性
能
可
る
な

に
者
業
事
行
発
書
求
請
格
適

！
生
発
続
相

　

？
る
な
う
ど
は
子

　

に
署
務
税
を
書
出
届
の
旨
の
そ
、
合
場
た

被
に
時
同
。
す
ま
り
あ
が
要
必
る
す
出
提

ら
か
と
こ
る
あ
で
者
業
事
税
課
が
人
続
相

。
す
ま
り
あ
が
要
必
る
す
を
告
申
定
確

　

　

す
で
き
続
手
う
行
も
し
誰
は
点
２
上
以

求
請
格
適
、
後
継
承
業
事
が
人
続
相
、
が

る
す
望
希
を
と
こ
る
な
に
者
業
事
行
発
書

受
を
録
登
で
義
名
人
続
相
て
め
改
、
合
場

相
「、
合
場
の
こ
。
す
ま
り
あ
が
要
必
る
け

適
が
人
続
相
た
し
継
承
を
業
事
り
よ
に
続

た
け
受
を
録
登
の
者
業
事
行
発
書
求
請
格

翌
の
日
始
開
続
相
「
は
た
ま
」
日
前
の
日

図 2

収入種類 元々の貸主の
消費税状況

インボイス制度への
対応必要性

・住居系収入
・底地収入 非課税 必要性なし

事業系収入

免税事業者
（賃料収入が1,000
万円未満など）

必要性あり（複数の選択
肢から）
1.インボイス制度登録
2.インボイスに登録せず
　消費税分値引き対応
→経過措置で対応して
　もらう

事業系収入 課税事業者 必要性あり

１
※
　

下
以
円
万
０
０
０
５
が
上
売
税
課
の
間
期
税
課
の
前
年
２
の
間
期
用
適
⑴

　

出
提
を
」
書
出
届
択
選
度
制
税
課
易
簡
税
費
消
「
に
で
ま
日
前
始
開
の
間
期
税
課
る
け
受
を
用
適
⑵

２
※
　

は
業
貸
賃
産
動
不

40
％
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